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2018年９月27日

不動産投資信託証券の発行者等の運用体制等に関する報告書

                              不動産投資信託証券発行者名             

日本ビルファンド投資法人             

代表者名 執行役員 影山 美樹      

（コード：8951）

                            問合せ先 ＴＥＬ．03－6259－8681

資産運用会社名                   

日本ビルファンドマネジメント株式会社       

代表者名 代表取締役社長 田邉 義幸    

１．基本情報

（１）コンプライアンスに関する基本方針

日本ビルファンド投資法人（以下、本投資法人といいます。）及び日本ビルファンドマネジメント株式会社（以下、資産運用会社といいます。）は、不動産投資法人及

びその資産運用の受託者として、コンプライアンスの徹底を図り、誠実かつ公正な企業活動を遂行しています。

  資産運用会社は社内規程としてコンプライアンス規程等を制定し、法令等や社会的規範を遵守しつつ、確固たる倫理観に基づいて公正に行動することにより、資産運用

の適正性の確保を図り、投資家保護に努めます。

   本投資法人は資産運用会社と緊密に連携し、役員会の適切な運営等を通じて適正かつ透明性の高い資産運用を実施します。

資産運用会社における組織体制及び役割は以下のとおりです。

①取締役会

取締役会は、基本的な経営方針を決定するとともに、取締役に対する監督機関としてコンプライアンスの実践を公正かつ効果的に確保する責任を負っています。

取締役会では、「コンプライアンス規程」、「コンプライアンス委員会規程」、「コンプライアンス・マニュアル」の改廃が審議される他、コンプライアンスの実施に

関する各チームの具体的な実施計画である「コンプライアンス・プログラム」の策定に関する審議及び進捗状況の報告が行われています。

②監査役

  監査役は、独立の機関として取締役の職務の執行を監査することにより、会社の健全で持続的な成長、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を

負っています。このために、監査役は、取締役会のほか、後記⑤のコンプライアンス委員会にオブザーバーとして出席し、必要に応じて意見を述べることとしていま

す。また、主要な決裁書その他業務執行に関する重要な書類を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人に対しその説明を求め、または意見を述べることとしていま

す。
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③代表取締役社長

代表取締役社長は、業務全般の最高責任者であり、コンプライアンスに関する最高責任者であるとともに、コンプライアンスリスクを含めたリスク管理の総括責任

者でもあります。

④コンプライアンス・オフィサー

コンプライアンス・オフィサーは、資産運用会社のコンプライアンスを統括するとともに内部監査責任者として資産運用会社の内部監査に係る業務を行います。

主な業務は次のとおりです。

ⅰ．コンプライアンス・プログラムの作成及び実施状況の把握

ⅱ．コンプライアンス研修の企画・運営及びコンプライアンス意識の醸成

ⅲ．内部通報の受付窓口

ⅳ．セクシュアルハラスメント等の相談窓口

ⅴ．コンプライアンス委員会の招集並びに議事進行

ⅵ．その他コンプライアンス業務に関する事項の統括

ⅶ．内部監査に関する事項

ⅷ．遵守基準の周知及び相談対応並びに遵守基準違反発生時の対応

⑤コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員会は、代表取締役社長、投資本部長、運営本部長及びコンプライアンス・オフィサーの他、取締役会が選任する外部委員により構成され、一

定の利害関係人等との取引などコンプライアンス上の重要事項について審議を行い、もしくは報告を受けて、コンプライアンスに係る確認を行います。
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（２）投資主の状況

2018年６月30日現在

氏名・名称 投資法人、資産運用会社又はスポンサーとの関係及び出資の経緯
所有投資口数

（口）

比率

（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） ― 273,753 19.38

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） ― 201,888 14.29

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） ― 64,052 4.53

野村信託銀行株式会社（投信口） ― 58,386 4.13

三井不動産株式会社 本投資法人の設立企画人、資産運用会社の親会社、スポンサー 47,630 3.37

ステート ストリート バンク ウェスト クライアント ト
リーティー ５０５２３４

― 38,945 2.75

ジェーピー モルガン チェース バンク ３８５６２８ ― 30,648 2.17

住友生命保険相互会社 資産運用会社の主要株主、スポンサー 24,512 1.73

ステート ストリート バンク ウェスト ペンション ファ
ンド クライアンツ エグゼンプト ５０５２３３

― 20,363 1.44

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 ― 18,839 1.33

上位１０名合計 779,016 55.17
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（３）資産運用会社の大株主の状況

2018年９月27日現在

氏名・名称 投資法人、資産運用会社又はスポンサーとの関係及び出資の経緯
株数

（株）

比率

（％）

三井不動産株式会社

本投資法人の設立企画人、資産運用会社の親会社、スポンサー、

資産運用会社の設立時に出資、三井生命保険株式会社より株式を

取得（2017年１月31日）

4,554 46.0

住友生命保険相互会社
資産運用会社の主要株主、スポンサー、第三者割当により出資

（2001年６月16日）
3,465 35.0

三井住友信託銀行株式会社
本投資法人の設立企画人であり投資主名簿等管理人及び資産保管

会社、第三者割当により出資（2001年６月16日）
495 5.0

株式会社三井住友銀行 第三者割当により出資（2001年６月16日） 495 5.0

大同生命保険株式会社 第三者割当により出資（2001年６月16日） 297 3.0

三井住友海上火災保険株式会社 第三者割当により出資（2001年６月16日） 297 3.0

ブリテル・ファンド・トラスティーズ リミテッド 第三者割当により出資（2001年６月16日） 297 3.0

合 計 9,900 100.0

（４）投資方針・投資対象

第 34 期「有価証券報告書（2018 年９月 27 日提出） 第一部【ファンド情報】第１【ファンドの状況】２【投資方針】（１）【投資方針】及び（２）【投資対象】」をご

参照下さい。

（４）－２ テナントの選定基準に関する事項

中長期視点からの収入拡大を図るため、賃貸マーケット、賃貸状況、賃料水準等を勘案し、十分に検討を行ったうえで、入居テナントの属性審査（信用力・使用目的及

び形態等）を経てテナントを選定致します。マスターリース会社の選定についても同様です。

（４）－３ 海外不動産投資に関する事項

海外不動産投資は行いません。
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（５）スポンサーに関する事項

① スポンサーの企業グループの事業の内容

（イ）三井不動産株式会社は、ビル事業、住宅事業等を中心に都市に豊かさと潤いをもたらす空間とサービス、不動産と金融の融合したソリューションビジネスを通じ、

常に「新しい価値」を創造するグループを目指しています。三井不動産株式会社及びその関係会社が営んでいる主な事業内容等については、三井不動産株式会社の

「有価証券報告書（第106期） 第一部 企業情報 第1 企業の概況 ３．事業の内容及び４．関係会社の状況」をご参照下さい。

（ロ）住友生命保険相互会社は、生命保険会社としての長年の実績があり、不動産への投資・運用においても豊富なノウハウを有しています。住友生命保険相互会社及び

その関係会社が営んでいる主な事業内容等については、住友生命保険相互会社のディスクロージャー誌「REPORT SUMISEI 2018 組織の概要『業務の概要』『主要な

事業の内容及び組織の構成』『子会社等に関する事項』」をご参照下さい。

② スポンサーの企業グループとの物件供給や情報提供に係る契約等の状況

本投資法人、資産運用会社ともに三井不動産グループ及び住友生命グループと物件供給や情報提供に係る契約は締結していません。
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２．投資法人及び資産運用会社の運用体制等

（１）投資法人

① 投資法人の役員の状況（2018年９月27日現在）

役職名 氏 名 主要略歴（注） 選任理由

執行役員 影山 美樹

1971年４月

1994年４月

1997年４月

1998年４月

1999年４月

2001年４月

2002年４月

2003年４月

2004年４月

2005年６月

2007年４月

2011年４月

2011年６月

2015年３月

三井不動産株式会社入社

同社埼玉支店長

同社プロジェクト企画本部プロジェクト第二企画部長

同社資産マネジメント本部開発企画二部長

同社資産マネジメント本部開発推進部長

同社執行役員ビルディング本部副本部長兼ビルディング事業部長

同社執行役員ビルディング本部副本部長兼ビルディング事業二部長

同社常務執行役員ビルディング本部副本部長兼ビルディング事業二

部長

同社常務執行役員ビルディング本部長

同社常務取締役常務執行役員ビルディング本部長

同社専務取締役専務執行役員ビルディング本部長

同社専務取締役

同社顧問

三井不動産販売株式会社（現三井不動産リアルティ株式会社）常任

監査役

本投資法人執行役員（現職）

不動産運用に関する豊富な知識と経

験を有しており、本投資法人の業務

を執行するにふさわしい者として、

投資主総会において執行役員に選任

されました。

補欠執行役員 柴田 守郎

1988年４月

2005年７月

2012年４月

2016年４月

三井不動産株式会社入社

株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント出向

同社取締役財務本部長

三井不動産株式会社経理部財務グループ長

日本ビルファンドマネジメント株式会社出向

同社取締役投資本部長（現職）

不動産運用に関する豊富な知識と経

験を有しており、本投資法人の業務

を執行するにふさわしい者として、

投資主総会において補欠執行役員に

選任されました。
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役職名 氏 名 主要略歴（注） 選任理由

監督役員 後藤 計

1981年４月

1987年３月

1987年７月

1991年９月

2007年４月

2009年７月

2011年５月

2011年７月

2012年３月

2013年７月

2014年３月

2015年３月

2015年５月

2017年６月

2017年７月

財団法人日本不動産研究所（現一般財団法人日本不動産研究所）入

所

不動産鑑定士登録

株式会社北海道拓殖銀行入行

有限会社後藤不動産鑑定コンサルタント（現株式会社二十一鑑定）

設立

同社代表取締役

社団法人東京都不動産鑑定士協会（現公益社団法人東京都不動産鑑

定士協会）副会長

社団法人日本不動産鑑定協会（現公益社団法人日本不動産鑑定士協

会連合会）地価調査委員会副委員長

東京都財産価格審議会委員

国土交通省土地鑑定委員会地価公示東京都代表幹事

同鑑定評価書小委員会委員

東京都固定資産標準宅地鑑定評価員代表幹事（現職）

東京都土地評価協議会委員（現職）

本投資法人監督役員（現職）

国土交通省土地鑑定委員会鑑定評価書小委員会委員長（現職）

公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会常務理事地価調査委員長

（現職）

株式会社二十一鑑定取締役相談役（現職）

不動産鑑定評価の専門家としての立

場から、本投資法人の業務執行を監

督するにふさわしい者として、投資

主総会において監督役員に選任され

ました。

監督役員 山﨑 雅彦

1978年４月

1986年４月

2012年２月

2012年４月

2014年６月

2017年３月

弁護士登録 第二東京弁護士会入会 福岡清法律事務所入所

山﨑雅彦法律事務所開設（現職）

第二東京弁護士会懲戒委員会委員

法政大学法科大学院教授

池上通信機株式会社社外取締役（現職）

本投資法人監督役員（現職）

法律の専門家としての立場から、本

投資法人の業務執行を監督するにふ

さわしい者として、投資主総会にお

いて監督役員に選任されました。
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役職名 氏 名 主要略歴（注） 選任理由

監督役員 川上 豊

1976年２月

1980年３月

1984年７月

1990年６月

2007年６月

2017年３月

2018年６月

等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所

公認会計士登録

等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）ニューヨーク

事務所

監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）パートナー

同監査法人経営会議メンバー兼人事本部長

本投資法人監督役員（現職）

アサヒグループホールディングス株式会社社外監査役（現職）

一般社団法人共同通信社監事（現職）

会計の専門家としての立場から、本

投資法人の業務執行を監督するにふ

さわしい者として、投資主総会にお

いて監督役員に選任されました。

注１．執行役員（１名）及び監督役員全員（３名）は2017年３月15日開催の第10回投資主総会において選任されました。任期は2017年３月17日から２年間です。

注２．執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、2017 年３月 15 日開催の第 10回投資主総会において、補欠執行役員として田中 健一

及び柴田 守郎が選任されました。当該選任決議が効力を有する期間は2017 年３月 17 日から２年間です。なお、田中健一は 2018 年３月 31 日付で補欠執行役員

を辞任しました。

注３．主要略歴について2018年９月27日現在現職のものについては、（現職）としています。

② 投資法人執行役員の資産運用会社役職員との兼職理由及び利益相反関係への態勢

氏 名 資産運用会社の役職名 兼職理由 利益相反関係への態勢

－ － －
投資法人の執行役員は、資産運用会社の役職員を兼職

しておりません。

③ その他投資法人役員の兼任・兼職による利益相反関係の有無等（前②に記載された内容を除く）

氏 名 兼任・兼職先 利益相反関係、利益相反取引などへの対応や取組み、今後の方針等

－ －
その他の役員において、兼任・兼職による利益相反関係はありませ

ん。
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（２）資産運用会社

① 資産運用会社の役員の状況（2018年９月27日現在）

役職名・常勤非常勤

の別
氏 名 主要略歴（注１） 兼任・兼職・出向の状況

代表取締役社長

（常勤）
田邉 義幸

1982年４月

2005年４月

2008年３月

2008年10月

2011年４月

2015年４月

2018年４月

三井不動産株式会社入社

同社商業施設本部業務推進室長

三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社出向

同社代表取締役副社長

同社代表取締役社長

三井不動産株式会社中部支店長 兼 三井不動産レジデンシャル株式

会社出向 同社中部支店長

三井不動産株式会社関連事業部長

日本ビルファンドマネジメント株式会社出向

同社代表取締役社長（現職）

兼任・兼職については、該当ありませ

ん。

三井不動産株式会社より出向

取締役投資本部長

（常勤）
柴田 守郎 前記「（１）投資法人① 投資法人の役員の状況」をご参照下さい。

兼任・兼職については、該当ありませ

ん。

三井不動産株式会社より出向

取締役運営本部長

（常勤）
髙橋 幹

1988年４月

2003年10月

2007年10月

2011年７月

2014年３月

2016年３月

住友生命保険相互会社入社

同社 札幌支社グループ長・事務担当部長

同社 不動産部不動産運用室調査役兼不動産部長代理

同社 不動産部不動産運用室上席調査役兼不動産部上席部長代理

同社 不動産部上席部長代理

日本ビルファンドマネジメント株式会社出向

同社取締役運営本部長（現職）

兼任・兼職については、該当ありませ

ん。

住友生命保険相互会社より出向

取締役

（非常勤）
岡本 正彦

1985年４月

2011年４月

2013年４月

2015年４月

2018年４月

三井不動産株式会社入社

同社アコモデーション事業本部賃貸住宅事業部事業グループ長

株式会社三井不動産ホテルマネジメント出向

同社常務取締役管理統括本部長

三井不動産株式会社 商業施設本部業務推進室長

同社関連事業部長（現職）

日本ビルファンドマネジメント株式会社取締役（現職）

左記及び三井不動産フロンティアリー

トマネジメント株式会社取締役、株式

会社三井不動産アコモデーションファ

ンドマネジメント取締役、三井不動産

ロジスティクスリートマネジメント株

式会社取締役

その他、取締役７社、監査役３社
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役職名・常勤非常勤

の別
氏 名 主要略歴（注１） 兼任・兼職・出向の状況

取締役

（非常勤）
田村 文典

1987年４月

2006年４月

2008年３月

2011年５月

2014年３月

2017年３月

住友生命保険相互会社入社

同社企画部国際業務室長

同社和歌山支社紀南営業部長

同社秋田支社長

同社埼玉西支社長

同社不動産部長（現職）

日本ビルファンドマネジメント株式会社取締役（現職）

左記及び株式会社スミセイビルマネー

ジメント代表取締役社長

監査役

（非常勤）
石田 真

1990年４月

2011年４月

2014年４月

2016年４月

2018年４月

三井不動産株式会社入社

株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント出向

三井不動産株式会社総務部

同社関連事業部（現職）

日本ビルファンドマネジメント株式会社監査役（現職）

左記及び三井不動産フロンティアリー

トマネジメント株式会社監査役、株式

会社三井不動産アコモデーションファ

ンドマネジメント監査役、三井不動産

ロジスティクスリートマネジメント株

式会社監査役

その他、監査役２社

監査役

（非常勤）
森本 紀朗

1984年４月

2001年３月

2007年10月

2013年７月

2014年７月

2015年３月

2018年３月

住友生命保険相互会社入社

Sumitomo Life Realty (N.Y.), Inc 出向

同社社長

住友生命保険相互会社 ニューヨーク駐在員事務所長

同社国際業務部担当部長

同社内部監査部次長

同社内部監査部次長・主任内部監査役

同社事業企画部審議役（現職）

日本ビルファンドマネジメント株式会社監査役（現職）

左記及びいずみライフデザイナーズ株

式会社監査役、株式会社スミセイビル

マネージメント監査役、ジャパン・ペ

ンション・ナビゲーター株式会社監査

役

注１．主要略歴について2018年９月27日現在現職のものについては、（現職）としています。
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② 資産運用会社の従業員の状況（2018年９月27日現在）

出向元 人数 出向元と兼務がある場合にはその状況

三井不動産株式会社 ６名 無

住友生命保険相互会社 ２名 無

三井住友信託銀行株式会社 １名 無

税理士法人平成会計社 １名 無

出向者計 10名 －

出向者以外 12名 無

資産運用会社従業員総数 22名 －
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③ 投資法人及び資産運用会社の運用体制

ａ）組織図

株主総会

監査役 会計監査人

取締役会

代表取締役社長

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会
経営会議

運用審査会議

ﾘｽｸ管理会議

投資本部 運営本部

不動産運用ﾁｰﾑ 不動産投資ﾁｰﾑ ﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾁｰﾑ 企画総務ﾁｰﾑ ﾘｽｸ管理・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽﾁｰﾑ

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・ｵﾌｨｻｰ
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     ｂ）各組織の業務の概略

各組織の業務分掌は以下の通りとなっています。

組織 業務分掌

投資本部 本投資法人の資産（本表において、以下「資産」という。）運用の方針策定並びに資産運用の実行、インベスターリレーションズ

に関する業務

不動産運用チーム ・資産の管理運営計画の策定・実行に関する事項

・資産の賃貸計画の策定・実行に関する事項

・大規模修繕計画の策定・実行に関する事項

不動産投資チーム ・資産の取得計画の策定・実行に関する事項

・資産の売却計画の策定・実行に関する事項

フィナンシャル

チーム

・ファイナンス計画の策定に関する事項

・借入金に係る計画の策定・実行に関する事項

・投資法人債の発行・償還計画の策定に関する事項

・投資口発行計画の策定・投資口発行に係る投資家対応に関する事項

・ファイナンスストラクチャリング全般に関する事項

・配当計画の策定に関する事項

・余資の運用計画の策定・実行に関する事項

・本投資法人の投資主等に対するインベスターリレーションズに関する事項

・本投資法人の広報に関する事項

・経済全般の動向･不動産マーケット等に係る調査計画の策定・実施・報告に関する事項

・資産の運用手法の研究･開発に関する事項
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組織 業務分掌

運営本部 本投資法人の資産運用管理事務並びに資産運用会社の経営方針・計画策定その他の会社運営全般に関する業務

企画総務チーム 本投資法人の資産運用管理事務に関する次の事項

・投資法人対応に関する事項

・資金管理全般に関する事項

・計理の統括に関する事項

・機関（投資主総会及び役員会）の運営に関する事項

・ディスクロージャーに係る管理全般に関する事項

・その他資産運用管理事務全般に関する事項

資産運用会社の経営方針・計画策定その他の会社運営に関する次の事項

・経営方針・予算策定等経営企画全般に関する事項

・株主総会・取締役会・経営会議・運用審査会議の運営に関する事項

・諸規程・規則等の制定・改廃に関する事項

・人事全般に関する事項

・経理・財務全般に関する事項

・総務全般に関する事項

・システム情報機器の運用・保全・管理に関する事項

・株主等に対するインベスターリレーションズに関する事項

・広報に関する事項

・行政機関及び業界諸団体等対応に関する事項（リスク管理・コンプライアンスに関する事項を除く）

・訴訟行為、執行保全行為に関する事項

リスク管理・

コンプライアンス

チーム

・リスク管理の計画策定・実行に関する事項

・リスク管理に係る諸規程・規則等の制定・改廃に関する事項

・リスク管理会議の運営に関する事項

・運用状況の分析・評価及びリスクモニタリングに関する事項

・苦情に関する相談・報告に関する事項

・法人関係情報の管理に関する事項

・自主点検に関する事項

・コンプライアンス・オフィサーのコンプライアンスに関する業務及び内部監査に関する業務の補佐

・反社会的勢力への対応の統括に関する事項

・リスク管理・コンプライアンスに係る行政機関及び業界諸団体等対応に関する事項

・その他リスク管理、コンプライアンス、内部監査に付随する事項
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（３）利益相反のおそれがある取引への対応方針及び運用体制

①利益相反のおそれがある取引に対する基本方針

資産運用会社は、資産運用に係る取引を行う上で本投資法人の利益と資産運用会社またはその利害関係人等の利益が相反するおそれがある取引については、本投資法

人ないしその投資主に対する説明責任を常に意識し、法令及び社内規程に従い、公正・公平ではない取引を未然に防止しています。

②利益相反のおそれがある取引の適切な管理

資産運用会社は、利害関係人等取引規程に基づき、管理の対象となる利害関係人等の範囲を法令上の利害関係人等より広く定義し、利害関係人等との取引に関する意

思決定手続き、対象となる取引の範囲及び取引の基準を定め、利益相反のおそれがある取引を適切に管理しています。

【利害関係人等取引規程の概要】

Ａ．利害関係人等の範囲

資産運用会社は、法令上の利害関係人等に加えて、資産運用会社と特に関係があると推定される以下の者を自主基準上の利害関係人等として定め、原則として法令

上の利害関係人等と同様に取り扱います。

a)資産運用会社に従業員を出向させている株主（法定の利害関係人等を除く）

b)資産運用会社の主要株主の子会社等（同上）

c)投資信託及び投資法人に関する法律（以下、「投信法」といいます。）上の利害関係人等が不動産等に係る投資一任契約を締結している特別目的会社等

Ｂ．利害関係人等との取引に係る資産運用会社の手続き

a)利害関係人等との間で行う一定の取引については、運用審査会議において取引の可否及び条件につき十分に審議を行います。

b)運用審査会議の審議を経た後、社内規程に定めた重要な取引については、コンプライアンス委員会で審議または報告を行います。

c)一定の重要な取引を行う場合は、資産運用会社の決裁手続が全て完了した後、本投資法人の役員会の承認（投資法人の同意）を得ます。

Ｃ．利害関係人等との取引に係る基準

a)不動産及び不動産に係る信託受益権（以下、不動産と併せて「不動産等」といいます。）の取得

・利害関係人等から不動産等を取得するまたは仲介を受ける場合、不当な高値での取得、取得基準に適合しない物件の取得を行いません。また、投資法人の投

資基準・価格評価基準の範囲内で取得を行います。

・利害関係人等から不動産等を取得する場合の価格については、利害関係のない不動産鑑定士による鑑定評価額を原則として上限の指標とします。

b)不動産等の売却

・利害関係人等に不動産等を譲渡する場合の価格については、利害関係のない不動産鑑定士による鑑定評価額を原則として下限の指標とします。

c)不動産等の賃貸借

・利害関係人等と不動産等を賃貸借し、または賃貸借契約の賃料その他重要な条件を変更する場合には、その不動産等及び周辺の取引事例等を参考の上、適正

と判断される条件で賃貸借を行います。正当な理由なく利害関係人等と不当に高いまたは低い賃料で賃貸借を行いません。

d)不動産等の売買・賃貸借に係る媒介

・利害関係人等に不動産等の売買の媒介を委託する場合における当該媒介の報酬の額は、宅地建物取引業法に定める額の範囲内で決定します。また、媒介契約
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締結にあたっては、提供役務の内容を検証します。

・利害関係人等に不動産等の貸借の媒介を委託する場合は一般媒介契約とし、当該媒介の報酬の額は宅地建物取引業法に定める額の範囲内で決定します。

③利益相反のおそれがある取引に関する投資運用の意思決定及び内部統制上の仕組み

【資産の取得及び売却に係る意思決定手続】

                                 
・不動産プロセスチェックシートにより、各種リスクの有無・違法性の有無等のコンプライアンス・チェックを行います。

・適宜、専門家である第三者に確認を行います。

・コンプライアンス・オフィサーは運用審査会議の前に、コンプライアンスに係るチェックを行い、必要に応じて議案の修正や差し戻しを指示することができます。

・運営本部長が運用審査会議の議長を務めます。

・社内規程である「資産運用ガイドライン」「利害関係人等取引規程」等に従い、不動産投資プロセスチェックシートの確認等、コンプライアンス・チェックを含む

詳細な審議を行います。

・審議を経てなおコンプライアンス上疑義がある場合には、専門家である第三者の意見を確認します。

・利害関係人等との売買に関しては、更にコンプライアンス委員会において審議を行います。

・コンプライアンス・オフィサーがコンプライアンス委員会の議長を務めます。

・コンプライアンス委員会は審議事項に関して、コンプライアンス上の確認を行い、必要があると判断した場合は、当該事項の修正を指示し、その修正がなされる

までの間、差止めることができます。

・審議事項は、原則として外部委員の賛成を含む出席委員の３分の２以上の賛成をもって採択されます。

・コンプライアンス上の疑義の有無を最終的に確認します。

投資本部による起案

運用審査会議における審議

経営会議における審議

社長の決裁

本投資法人役員会 資産運用会社取締役会

・売買取引について報告を行いま

す。

・売買取引について報告を行います。

・利害関係人等との取引の際は、取引の事前に、社

内規程に基づき「利益相反のおそれがある場合の

書面交付」を行います。また、取引実施後にも、

投信法に基づき当該書面交付を行います。なお、

一定の重要な取引を行う場合には、取引の事前

に、投信法に基づき本投資法人の役員会の承認を

受けます。

コンプライアンス・オフィサーによる事前チェック

コンプライアンス委員会における審議
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④運用体制の採用理由

（ア）前記①から③で記載した投資運用の意思決定における内部統制上の仕組みが適当と考える理由

本投資法人は資産運用会社のスポンサー企業である三井不動産株式会社及びそのグループ会社が有するテナント斡旋力、オフィスマネジメント力及び情報収集力

等を最大限活用し、資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行っていますが、一方で利益相反が発生するおそれがあります。

資産運用会社は、利益相反防止のために内部規程に厳格な自主ルールを定め、利害関係人等との取引に際しては運用審査会議・経営会議において当該自主ルール

の遵守状況に関するチェックを実施していますが、利益相反が最も懸念される不動産等の売買取引に関しては、コンプライアンス委員会において審議を行うととも

に、取引の事前に本投資法人役員会へ報告を行うことにより、牽制機能を確保しています。これらの利益相反のおそれがある取引に関する投資運用の意思決定プロ

セスにおいて、コンプライアンス態勢が確保されており、内部統制上の仕組みは適当と判断しています。

（イ）利益相反のおそれがある取引に対する資産運用会社の取締役会等が果たす機能について

Ａ.資産運用会社の取締役会が果たす機能について

ａ）資産運用会社の取締役会は常勤取締役３名（スポンサー企業である三井不動産株式会社からの出向者２名及び住友生命保険相互会社からの出向者１名）及び

非常勤取締役２名（三井不動産株式会社からの兼任者１名、住友生命保険相互会社からの兼任者１名）で構成されており、常勤取締役３名はスポンサー会

社との兼任を排除し、また、複数会社の出向者等で構成することによりガバナンスを確保しています。

ｂ）利益相反が最も懸念される不動産等の売買取引に関しては、運用審査会議による審議⇒コンプライアンス委員会における審議⇒経営会議による審議⇒社長の

承認⇒取締役会へ報告する仕組みを設けることにより、牽制機能を確保しています。

ｃ）また、運営本部長がリスク管理責任者として議長を務める「リスク管理会議」において、資産運用にあたり本投資法人を取り巻くリスクについてモニタリン

グを実施し、同モニタリングの状況を含めたリスク管理会議の内容等について取締役会に報告しています。

       

Ｂ.コンプライアンス・オフィサーについて

コンプライアンス・オフィサーは、資産運用会社のコンプライアンスを統括するとともに内部監査責任者として資産運用会社の内部監査に係る業務を行いま

す。コンプライアンス・オフィサーの役割については、前記「１．基本情報 （１）コンプライアンスに関する基本方針 ④コンプライアンス・オフィサー」に

記載の通りです。

氏名：藤田 一宏

略歴：1982年４月 三井不動産株式会社入社

2003年 10月 同社ビルディング本部オフィスマネジメント二部オフィスマネジメントグループ長

2007年４月 同社不動産ソリューションサービス本部業務推進室長兼不動産投資運用企画室長

2009年４月 三井不動産レジデンシャル株式会社出向 総務部長

2013年４月 三井不動産株式会社 鑑定企画室長

2014年４月 三井健康保険組合出向 常務理事

2017年４月 日本ビルファンドマネジメント株式会社出向 運営本部企画総務チームゼネラルマネジャー

2017年 10月 同社運営本部企画総務チームゼネラルマネジャー兼リスク管理・コンプライアンスチームゼネラルマネジャー

2018年４月 同社コンプライアンス・オフィサー（現職）

兼職：なし
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Ｃ.コンプライアンス委員会について

コンプライアンス委員会は、代表取締役社長、投資本部長、運営本部長及びコンプライアンス・オフィサーの他、取締役会が選任する外部委員により構成さ

れ、一定の利害関係人等との取引などコンプライアンス上の重要事項について審議を行い、もしくは報告を受けて、コンプライアンスに係る確認を行います。

＜コンプライアンス委員会の外部委員＞

氏名：中野 剛

略歴：2001年 10月 弁護士登録 第二東京弁護士会入会 虎の門法律事務所入所（現職）

   2009年２月 最高裁判所司法研修所 刑事弁護所付

   2013年４月 学習院大学 法学部特別客員教授

   2015年４月 放送倫理・番組向上機構 放送倫理検証委員会委員（現職）

2017年１月 日本ビルファンドマネジメント株式会社 コンプライアンス委員会外部委員（現職）

2018年４月 学習院大学法科大学院 特別招聘教授（現職）

兼職：上記の通り

スポンサー企業グループとの関係：なし

機能：法律の専門家としての専門的知識と経験等を踏まえた幅広い見地及び第三者としての客観的な立場による検証により、利害関係人等との不動産の

売買等の取引をチェックし、取引の公正性・透明性を確保しています。

Ｄ.リスク管理・コンプライアンスチームについて

リスク管理・コンプライアンスチームの業務内容は、前記「２．投資法人及び資産運用会社の運用体制等 （２）資産運用会社 ③投資法人及び資産運用会社

の運用体制 ｂ）各組織の業務の概略 リスク管理・コンプライアンスチーム」に記載の通りです。
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３．スポンサー関係者等との取引等

（１）利害関係人等との取引等

第 34 期（2018 年１月１日～2018 年６月 30 日）に係る利害関係人等との取引状況は以下の通りです。本項における利害関係人等とは、投信法施行令第 123 条に定める

資産運用会社の利害関係人等及び前記資産運用会社の利害関係人等取引規程で定める自主基準上の利害関係人等をいいます。

    

①売買取引状況

区  分
売 買 金 額 等（注１）(注２)

買 付 額 等 売 付 額 等

総  額 92,080百万円 64,000百万円

利害関係人等との取引状況の内訳

三井不動産株式会社 92,080百万円( 100.0 ) 64,000百万円( 100.0 )

合  計 92,080百万円( 100.0 ) 64,000百万円( 100.0 )

   注１.上記数値は、売買契約書に記載された売買価格を記載しています。

注２.( )内の数値は、それぞれの総額に対する比率（％）を記載しています。

②支払手数料等の金額

注３．三井不動産株式会社がマスターリースを行っている等により、同社にオフィスマネジメント業務の委託が行われていない物件（六本木ティーキューブ、西新宿

三井ビルディング、セレスティン芝三井ビルディング、虎ノ門琴平タワー、四谷メディカルビル、パナソニック東京汐留ビル、ＮＢＦ小川町ビルディング、

ゲートシティ大崎、中目黒ＧＴタワー、大崎ブライトコア・ブライトプラザ、東五反田スクエア、新川崎三井ビルディング、パレール三井ビルディング及び信

濃橋三井ビルディングの14物件）については、株式会社ＮＢＦオフィスマネジメントと締結した統括・調整業務委託契約に基づき、当該物件の所有者及び建物

賃貸人（建物管理委託者）として行う業務が同社に委託されています。

区分
支払手数料総額Ａ

（千円）

利害関係人等との取引の内訳 Ｂ／Ａ
（％）支払先 支払額Ｂ（千円）

オフィスマネジメント報酬等
（注３）

オフィスマネジメント報酬 1,406,884 三井不動産株式会社 1,364,325 97.0

統括・調整業務報酬 株式会社ＮＢＦオフィスマネジメント 42,558 3.0

建物管理委託報酬 3,683,882 三井不動産株式会社 633,773 17.2

三井不動産ファシリティーズ株式会社 514,126 14.0

三井不動産ファシリティーズ・ウエスト株式会社 251,147 6.8

三井不動産ビルマネジメント株式会社 247,066 6.7

三井不動産レジデンシャルリース株式会社 1,158 0.0
賃貸借媒介手数料等 56,068 株式会社ＮＢＦオフィスマネジメント 14,282 25.5

三井不動産株式会社 13,204 23.6

三井不動産リアルティ株式会社 500 0.9
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③その他利害関係人等への主な支払い金額

その他利害関係人等へ支払ったもののうち、主なものは以下のとおりです。    

支払先 区分 支払額（千円）

三井不動産株式会社 修繕工事等 617,838

三井不動産ビルマネジメント株式会社 修繕工事等 522,461

三井住友信託銀行株式会社（注１）（注２） 支払利息等 201,447

住友生命保険相互会社（注１） 支払利息等 105,158

三井不動産ファシリティーズ・ウエスト株式会社 修繕工事等 65,277

三井デザインテック株式会社 修繕工事等 21,100

三井不動産ファシリティーズ株式会社 修繕工事等 7,965

株式会社原宿の杜守 修繕工事等 4,165

三井不動産リアルティ株式会社 修繕工事等 2,500

三井不動産レジデンシャルリース株式会社 修繕工事等 1,536

第一園芸株式会社 修繕工事等 24

注１．2018年９月27日現在で三井住友信託銀行株式会社、住友生命保険相互会社からの借入金がそれぞれ40,000百万円、25,000百万円あります。

注２．受取利息として、三井住友信託銀行株式会社から1,196円を受領しています。
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④賃貸取引状況（注１）

利害関係人等との賃貸取引は、以下のとおりです。

利害関係人等 賃貸収入（千円）

三井不動産株式会社（注２） 9,659,629

住友生命保険相互会社 232,657

三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 123,897

三井デザインテック株式会社 90,128

三井不動産レジデンシャルリース株式会社（注３） 89,416

三井不動産リアルティ株式会社 60,864

セノン株式会社 26,915

三井不動産ホテルマネジメント株式会社 20,325

三井ホームリンケージ株式会社 16,995

三井不動産ファシリティーズ・ウエスト株式会社 12,567

茨城中央ホーム株式会社 9,376

三井不動産ファシリティーズ株式会社 5,765

株式会社ＮＢＦオフィスマネジメント 1,828

三井不動産ビルマネジメント株式会社 644

注１．上記の賃貸収入には、家賃・共益費のほか、駐車場使用料・付帯収益・雑収益等も含んでいます。

注２．本投資法人は、マスターリース契約に係る物件を三井不動産株式会社に賃貸し、三井不動産株式会社は転借人にこれを転貸しています。転貸部分について、

本投資法人が計上する賃料収入は、転借人から三井不動産株式会社が受領する転貸賃料から一定料率の金額を控除したものとなります。

注３．本投資法人は、マスターリース契約に係る物件を三井不動産レジデンシャルリース株式会社に賃貸し、三井不動産レジデンシャルリース株式会社は転借人に

これを転貸しています。転貸部分について、本投資法人が計上する賃料収入は、転借人から三井不動産レジデンシャルリース株式会社が受領する転貸賃料か

ら一定料率の金額を控除したものとなります。

   



22

（２）物件取得者等の状況

第34期（2018年１月１日～2018年６月30日）に係る利害関係人等との取引状況は以下の通りです。

※ ① 会社名･氏名、② 特別な利害関係にある者との関係、③取得（譲渡）経緯・理由等

物件名（所在地） 投資法人 前所有者・信託受益者 前々所有者・信託受益者 前々々所有者・信託受益者

※

③

取得（譲渡）価格

取得（譲渡）時期

①、②、③

取得（譲渡）価格

取得（譲渡）時期

①、②、③

取得（譲渡）価格

取得（譲渡）時期

①、②、③

取得（譲渡）価格

取得（譲渡）時期

六本木ティーキューブ

（東京都港区六本木３

丁目１番１号）

③本投資法人の規約に定める資産

運用の対象および方針に基づき、

東京都心部におけるポートフォリ

オの充実を図るために取得を行い

ました。

なお、大和不動産鑑定株式会社に

よる鑑定評価額は、63,000百万円

です。

Ⅰ．

①三井不動産株式会社

②資産運用会社の親会社

③開発目的

Ⅰ．

なし

Ⅱ．

①三井不動産株式会社

②資産運用会社の親会社

③投資運用目的

Ⅱ．

特別な利害関係にある者以外

62,800百万円

上記Ⅰ．Ⅱ．のいずれの部分も前

所有者が１年を超えて所有してい

るため記載を省略します。

2018年３月
Ⅰ．   2003年９月新築

Ⅱ．2015年４月及び2016年３月
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※ ① 会社名･氏名、② 特別な利害関係にある者との関係、③取得（譲渡）経緯・理由等

物件名（所在地） 投資法人 前所有者・信託受益者 前々所有者・信託受益者 前々々所有者・信託受益者

※

③

取得（譲渡）価格

取得（譲渡）時期

①、②、③

取得（譲渡）価格

取得（譲渡）時期

①、②、③

取得（譲渡）価格

取得（譲渡）時期

①、②、③

取得（譲渡）価格

取得（譲渡）時期

セレスティン芝三井ビ

ルディング（追加取得

分）

（東京都港区芝三丁目

23番1号）

③本投資法人の規約に定める資産

運用の対象および方針に基づき、

東京都心部におけるポートフォリ

オの充実を図るために取得を行い

ました。

なお、大和不動産鑑定株式会社に

よる鑑定評価額は、20,000百万円

です。

Ⅰ．

①三井不動産株式会社

②資産運用会社の親会社

③開発目的

Ⅰ．

なし

Ⅱ．

①三井不動産株式会社

②資産運用会社の親会社

③前々所有者の会社分割により承

継

Ⅱ．

①株式会社国際観光会館

（現商号：株式会社三井不動産ホ

テルマネジメント）

②資産運用会社の利害関係人等

③開発目的

Ⅱ．

なし

19,500百万円

上記Ⅰ．Ⅱ．のいずれの部分も前

所有者が１年を超えて所有してい

るため記載を省略します。

2018年３月
Ⅰ．   2002年４月新築

Ⅱ．   2007年４月

大崎ブライトコア・ブ

ライトプラザ（追加取

得分）

（東京都品川区北品川

五丁目５番15号）

③本投資法人の規約に定める資産

運用の対象および方針に基づき、

東京23区におけるポートフォリ

オの充実を図るために取得を行い

ました。

なお、大和不動産鑑定株式会社に

よる鑑定評価額は、9,780百万円

です。

①三井不動産株式会社

②資産運用会社の親会社

③開発目的

なし

9,780百万円 ―

2018年３月 2015年４月新築

※六本木ティーキューブ及びセレスティン芝三井ビルディング（追加取得分）は、前所有者が新築当初から所有していた部分（表中Ⅰ．）と前所有者が前々所有者から取

得した部分（表中Ⅱ．）があります。
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※ ① 会社名･氏名、② 特別な利害関係にある者との関係、③取得（譲渡）経緯・理由等

物件名（所在地） 投資法人 前所有者・信託受益者 前々所有者・信託受益者 前々々所有者・信託受益者

※

③

取得（譲渡）価格

取得（譲渡）時期

①、②、③

取得（譲渡）価格

取得（譲渡）時期

①、②、③

取得（譲渡）価格

取得（譲渡）時期

①、②、③

取得（譲渡）価格

取得（譲渡）時期

ＮＢＦ日比谷ビル

（東京都千代田区内幸

町一丁目１番７号）

③当該物件は、相対的に競争力が

低下しており、運用利回りが伸

び悩み、含み損を抱える状態が

続いていたため、当該物件を将

来的な開発の可能性も含めて高

く評価する三井不動産株式会社

に鑑定評価額（大和不動産鑑定株

式会社による継続鑑定評価額は

56,600 百万円）を上回る水準で譲

渡しました。

なお、当該物件の取得時期は 2005

年 10 月、取得価格は 63,500 百万

円です。

①三井不動産株式会社

②資産運用会社の親会社

64,000百万円

2018年３月



25

４．その他

（１）不動産鑑定機関の選定方針及び概要（2018年９月27日現在）

①選定方針

本鑑定評価業務以外において、本投資法人及び資産運用会社と特段の利害関係がない事を前提とし過去の実績・営業規模・経営状況・不動産鑑定士の人数等の客観的

な指標から候補を選定し、担当者のインタビュー等を経て選定しています。

②提出日の最近に終了した営業期間末日現在において所有している物件にかかる不動産鑑定機関の概要

物件名称
不動産鑑定機関の概要

名称 住所 不動産鑑定士の人数 選定理由

芝ＮＢＦタワー

ＮＢＦプラチナタワー

ＮＢＦ渋谷ガーデンフロント

新宿三井ビルディング二号館

興和西新橋ビルＢ棟

ＮＢＦ新川ビル

ＮＢＦ高輪ビル

住友電設ビル

中目黒ＧＴタワー

横浜ＳＴビル

つくば三井ビルディング

シーノ大宮ノースウィング

ＮＢＦ松戸ビル

札幌エルプラザ

ＮＢＦ札幌南二条ビル

ＮＢＦユニックスビル

ＮＢＦ新潟テレコムビル

中之島セントラルタワー

サンマリオンＮＢＦタワー

ＮＢＦ広島立町ビル

広島袋町ビルディング

計21物件

株式会社

谷澤総合鑑定所

大阪府大阪市北区中之

島二丁目２番７号

69人 本投資法人発注の業務に関して適正な対応、実績

を重ねており、社会的な信頼性も高いことが選定

の理由です。
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物件名称
不動産鑑定機関の概要

名称 住所 不動産鑑定士の人数 選定理由

六本木ティーキューブ

西新宿三井ビルディング

三菱重工ビル

ＮＢＦ南青山ビル

ＮＢＦコモディオ汐留

虎ノ門琴平タワー

セレスティン芝三井ビルディング

ＮＢＦ御茶ノ水ビル

ＮＢＦ銀座通りビル

リバーシティＭ－ＳＱＵＡＲＥ

ＮＢＦ虎ノ門ビル

新橋Ｍ－ＳＱＵＡＲＥ

ＮＢＦ ＡＬＬＩＡＮＣＥ

四谷メディカルビル

ＮＢＦ渋谷イースト

ＮＢＦ芝公園ビル

ＮＢＦ赤坂山王スクエア

ＮＢＦ芝公園大門通りビル

ＮＢＦ神田須田町ビル

ＮＢＦ東銀座スクエア

パナソニック東京汐留ビル

ＮＢＦ小川町ビルディング

日本橋兜町Ｍ－ＳＱＵＡＲＥ

龍角散ビル

神宮前Ｍ－ＳＱＵＡＲＥ

ＮＢＦ大崎ビル

ゲートシティ大崎

中野坂上サンブライトツイン

ＮＢＦ豊洲キャナルフロント

ＮＢＦ豊洲ガーデンフロント

上野イーストタワー

ＮＢＦ上野ビル

大和不動産鑑定

株式会社

大阪府大阪市西区西本

町一丁目４番１号

109人 本投資法人発注の業務に関して適正な対応、実績

を重ねており、社会的な信頼性も高いことが選定

の理由です。
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物件名称
不動産鑑定機関の概要

名称 住所 不動産鑑定士の人数 選定理由

ＮＢＦ池袋イースト

東五反田スクエア

東陽町センタービル

ＮＢＦ池袋タワー

大崎ブライトコア・ブライトプラザ

ＮＢＦ池袋シティビル

調布サウスゲートビル

新川崎三井ビルディング

パレール三井ビルディング

ＮＢＦ宇都宮ビル

ＮＢＦ浦和ビル

三井住友銀行名古屋ビル

ＮＢＦ名古屋広小路ビル

アクア堂島ＮＢＦタワー

信濃橋三井ビルディング

堺筋本町センタービル

ＮＢＦ松山日銀前ビル

博多祇園Ｍ－ＳＱＵＡＲＥ

ＮＢＦ熊本ビル

計51物件

大和不動産鑑定

株式会社

大阪府大阪市西区西本

町一丁目４番１号

109人 本投資法人発注の業務に関して適正な対応、実績

を重ねており、社会的な信頼性も高いことが選定

の理由です。
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（２）エンジニアリング・レポート作成機関の選定方針及び概要

①選定方針

エンジニアリング・レポート作成業務における実績が豊富な機関のうち、Ｊ-ＲＥＩＴマーケットでの実績もあり、社会的信用力の高い機関の中から選定します。

②提出日の最近に終了した営業期間に取得した物件にかかるエンジニアリング・レポート作成機関の概要

物件名称
エンジニアリング・レポート作成機関の概要

名称 住所 事業内容 選定理由

六本木ティーキューブ

セレスティン芝三井ビルディング

（追加取得分）

大崎ブライトコア・ブライトプラザ

（追加取得分）

株式会社イー・

アール・エス

東京都港区赤坂四丁目

９番９号

建物評価事業（デュー

デリジェンス）、土壌

環境評価事業、災害リ

スク評価事業

エンジニアリング・レポート作成業務において実

績があり、社会的な信頼性も高く、本投資法人及

び資産運用会社との利害関係もなく中立性を保持

していることが選定の理由です。

（３）その他利益相反の可能性のある取引

該当事項はありません。

（４）ＩＲに関する活動状況

①体制

ＩＲ活動はフィナンシャルチームが担当しています。

②活動状況

(ア)アナリスト・機関投資家向け説明会

アナリスト・機関投資家向けに決算期毎に説明会を開催（２・８月）し、資産運用会社の代表取締役社長、取締役が決算報告と事業概要を説明しています。

また、当該説明会の内容や使用資料を公平に開示するため、説明資料及び説明会の動画（日本語・英語）をウェブサイト（http://www.nbf-m.com/nbf/）にタイム

リーに公開しています。

(イ)国内外機関投資家向けＩＲ活動・個人投資家向け説明会等

決算発表後、国内外の機関投資家向けにＩＲ活動を実施しています。

個人投資家の裾野拡大のため、説明会等の実施や、証券会社または業界団体主催の個人投資家向けセミナー等へ参加しています。

(ウ)ＩＲ資料のウェブサイト掲載

ウェブサイトに有価証券報告書、決算短信、アニュアルレポート（英文）、プレスリリース、前記（ア）の資料及び動画等の投資家向け情報を掲載しています。
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（５）反社会的勢力排除に向けた体制整備

①社内規程等の整備状況

資産運用会社においては、全ての役職員が従うべき行動指針として「倫理規程」、「コンプライアンス・マニュアル」及び「反社会的勢力対策規程」を制定しており、

当該規程等において反社会的勢力排除に係る基本方針、対応統括部署、反社会的勢力に関する情報の収集・管理、外部の専門機関との連携、不当要求発生時等の社内

対応等を定めています。

②対応統括部署について

資産運用会社では、リスク管理・コンプライアンスチームを反社会的勢力への対応の統括部署と定め、反社会的勢力との一切の関係の遮断・排除に向けた具体策の

策定・実行・役職員への啓発等に努めています。

③反社会的勢力に関する情報の収集・管理について

資産運用会社では、運用資産の売買や新規テナント等の選定の際は、当該取引の相手方に関して反社会的勢力との関係の有無を事前調査することにより、また、既存

の取引先についてもモニタリング調査を実施すること等により、反社会的勢力との取引の排除に努めています。

以 上


